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１．小矢部市土地改良区配水施設の概要 

 

 

（１）施設の概要 

 
 

（令和８年２月 施設台帳） 

    

水利状況 
    
            小矢部市土地改良区の用水源は、小矢部川を境として東部は庄川水系であり県営庄川合口事業で築造した合口ダムより取水

し、庄川左岸幹線水路によって導流し、若林口用水、鷹栖口用水、二万石用水により導水すると共に、旅川よりの四ヶ村用水と

津沢大堰堤より取水した右岸幹線用水によりかんがいしている。西部については小矢部川水系と渓流水、ため池によりかんがい

していて小矢部水系は小矢部川第三頭首工よりの砺中用水、津沢大堰堤より取水した左岸幹線用水と丘陵地帯より流れ出る各河

川より取水しているが、一部ため池に依存しなければならない区域もある。 
        用水量は、比較的豊富であるが庄川水系、小矢部川水系共に末端に位置するので数年に一度は水不足に見まわれることがある。 
        支線用水路は県営事業および維持管理事業等により順次改修されているが、昭和 40、50 年代にほ場整備事業により造成された

施設が多く存在し、その更新時期が到来している。 
 

 

  



（２）地区委員会及び地区ブロック調書 

１）地区委員会の概要 

  

 
地区委員会の概要 

 地区委員会 
受益面積 組合員数 

地区委員会 
受益面積 組合員数 

 （ｈａ） （名） （ｈａ） （名） 

 小矢部川中部 

用水地区委員会 

(464.4) (571)
水牧地区委員会 

  (65)

 9.2 25 74.4 54

 南谷地区委員会 
(174)

若林地区委員会 
(170)

 93.5 172 156.8 163

 埴生大池地区 

委員会 

(164)
蟹谷地区委員会 

(611)

 98.2 149 563.1 595

 南部地区委員会 
(164)

薮波地区委員会 
(176)

 147.3 139 137.1 142

 子撫川流域地区 

委員会 

(291) 薮波北部地区 

委員会 

(107)

 144.7 285 112.1 86

 松沢地区委員会 
(284)

戸久地区委員会 
(48)

 271.7 266 31.4 26

 正得地区委員会 
(271)

津沢地区委員会 
(290)

 308.1 268 259.5 283

 荒川地区委員会 
(269)

水島地区委員会 
(515)

 213.6 264 527.1 472

 金屋本江地区 

委員会 

(85) 合 計  

17 地区委員会 

(3,700.6) (4,255)

 97.6 74 3,245.4 ha 3,463 名

  (    )内は、地区委員会受益地の面積及び組合員数を示す。 (令和７年３月３１日)

  
２）地区ブロック調書 

別紙１による 



 

（３）小矢部市土地改良区受益図（地区委員会、基幹施設のみ記載） 

    別紙２による 

 

（４）小矢部市土地改良区配水計画組織図の概要 

 
役割 

理事会 ・理事会は利水調整規程に基づき、配水計画を新たに策定、変更、廃止等する場合は、定める。 

・理事長は、配水計画の作成に当たり、必要に応じて、あらかじめ関係土地改良区その他の関係機関と協議を行うものとする。 

・理事長は、配水計画を定めたときは、速やかに、定款第６条による公告その他の方法により組合員に周知するものとする。 

・渇水時等における通水制限等については、理事会が決定するものとする。 

水利調整委員会 ・理事会の諮問機関 

・地区委員会からの申し入れにより配水計画を新たに策定又は変更する場合は、12 月末日までに、意見を聴取するものとする。 

地区委員会 ・配水の単位となる地区（以下「地区ブロック」という。）を設定する。 

・地区ブロックごとに農用地の耕作者等の意見を代表する者（以下「地区長」という。）を１名選任し、水利調整委員会に報告 

・地区長等の申し入れにより配水計画を新たに策定又は変更する場合は、取りまとめ調整を行い、水利調整委員会へ申入れを行

う。 

・渇水時における通水制限について理事会で決定したものについて地区長へ報告する。 

地区長（地区ブロック） ・地区ブロック内にある農用地の耕作者等から聴き取り等を行い、その意向を把握するものとする。 

・配水計画に変更が必要な場合は、地区委員会へ申し入れを行う。 

・渇水時における通水制限について耕作者等へ理事会の決定を報告する。 

 

理事会
水利調整委

員会
地区委員会 地区長 操作員

耕作者

組合員他

地区長 操作員

耕作者

組合員他



２. 配水計画 
  （１）配水方法 

1)地区委員会において地区ブロックごとに地区長を選任し、その地区ブロックごとに用水受益地に配水する。 

2）水利権（許可、慣行）に基づく範囲内および期間内において、水源状況や天候等を勘案して、取水地点、分水地点における分水施設

にて農業用水を配水する。 

3)水利権の該当しない水源の用水受益地については、従前からの慣行による配水とする。 

 

（２）適用範囲 

本配水計画は、この土地改良区管内の各土地改良事業実施済の用水受益地および従前からの慣行により配水している用水受益地に

ついて適用するものとする。 

 

 （３）費用負担の考え方 

この配水計画に係る維持管理費用については、地区委員会ごとに負担する。 

 

 （４）施設管理の考え方 

  維持管理計画書に基づき、土地改良区はその指導に当たり、直接の管理はそれぞれの地区委員会がこれを行う。 

 

（５）適用時期 

  本配水計画は、令和２年３月２１日から適用する。 

 

（６）問合せ先 

  農業用水の利用の調整に関する問合せ先は、地区長とする。 

 

 
令和８年２月１３日 変更 

 

 

 

 



（別紙１） 

 


